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ー
ト
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宗
像
神
社
と
昭
和
大
礼
（
そ
の
一
）

平　

山　
　

昇

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
『
新
修
宗
像
市
史　

祈
り
と
ま
つ
り
』
の

中
で
私
が
執
筆
し
た
「
宗
像
神
社
の
近
代
」
（
以
下
「
別
稿
」
）
に
つ
い
て
、
昭

和
大
礼
に
着
目
し
て
補
遺
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
別
稿
は
、
既
存
の
『
宗
像
神
社
史
』
各
巻
お
よ
び
『
宗
像
大
社
昭
和
造

営
誌
』（
以
下
『
造
営
誌
』
）
に
く
わ
え
て
、
市
史
編
纂
に
あ
た
っ
て
特
別
に
閲

覧
を
許
可
さ
れ
た
宗
像
神
社
辺
津
宮
の
社
務
日
誌
（
以
下
『
日
誌
』
）
を
活
用
し

て
、
近
代
の
宗
像
神
社
（
現
・
宗
像
大
社
）
を
め
ぐ
る
数
々
の
興
味
深
い
事
実

を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
種
々
の
制
約
も
あ
り
、
十
分
に
記
述
で
き
な
か

っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
一
つ
が
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
十
一
月
に
挙
行
さ
れ
た
昭
和
大
礼

（
昭
和
天
皇
の
即
位
大
礼
、
当
時
の
言
葉
で
は
「
御
大
礼
」「
御
大
典
」
）
で
あ

る
。
別
稿
で
は
い
ち
お
う
昭
和
大
礼
を
立
項
し
た
も
の
の
、
幡
掛
正
木
宮
司
が

率
い
る
宗
像
神
社
が
国
鉄
門
司
鉄
道
局
と
連
携
し
て
交
通
安
全
祈
願
を
盛
り
上

げ
て
い
っ
た
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
た
め
、
昭
和
大
礼
の
記
述
は
手
薄
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

か
つ
て
天
皇
の
代
替
わ
り
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
、
上
か
ら
の
国
民
統
合
の

側
面
を
強
調
し
た
。
だ
が
、
『
日
誌
』
を
精
査
し
て
み
る
と
、
宗
像
神
社
を
ふ

く
む
地
域
社
会
（
福
岡
県
と
宗
像
郡
の
両
方
の
レ
ベ
ル
）
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
体

が
活
発
に
動
く
様
相
が
見
え
て
く
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
日
誌
』
の
昭
和
大
礼
関
係
の
箇
所
を
抜
粋
翻
刻
し
た

う
え
で
（
本
稿
後
半
の
附
録
）
、
こ
れ
を
活
用
し
な
が
ら
検
討
を
く
わ
え
て
い

き
た
い
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
に
よ
り
、
今
回
は
昭
和
三
年
四
月
ま
で
を
対
象

と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

一　

昭
和
大
礼
と
幡
掛
正
木
宮
司

　

別
稿
で
は
戦
前
の
宗
像
神
社
の
飛
躍
的
発
展
の
立
役
者
と
な
っ
た
幡
掛
正
木

宮
司
（
在
任
昭
和
二
年
二
月
～
七
年
六
月
）
の
事
績
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
。

彼
の
後
任
宮
司
と
し
て
着
任
し
た
櫟
本
憲
昌
は
、
崇
敬
講
社
の
機
関
誌
『
神

光
』
で
幡
掛
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
称
賛
し
て
い
る
。

（
１
）

（
2
）

―
附　

宗
像
神
社
辺
津
宮
社
務
日
誌
（
昭
和
大
礼
関
連
、
昭
和
二
年
十
一
月
～
昭
和
三
年
四
月
）
―

御
承
知
の
通
り
幡
掛
宮
司
は
新
進
気
鋭
の
士
で
、
同
職
中
の
一
明
星
で
あ

り
、
且
つ
、
鬼
に
金
棒
と
し
て
婉
転
滑
達
〔
円
転
滑
脱
〕
の
敏
腕
を
有
す

る
入
江
祢
宜
を
副
と
し
、
然
も
新
任
0

0

怱̀そ
う
そ
う々
`

、`

昭
和
の
大
典
に
遭
遇
し
た
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
３
）
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櫟
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
二
月
に
着
任
し
た
幡

掛
宮
司
は
、
翌
年
に
挙
行
さ
れ
る
昭
和
大
礼
を
強
く
意
識
し
て
様
々
な
行
動
を

起
こ
し
て
い
っ
た
。
『
日
誌
』
を
み
る
と
、
遅
く
と
も
大
礼
の
一
年
前
と
な
る

十
一
月
頃
ま
で
に
は
「
参
宮
団
」（
伊
勢
神
宮
へ
の
団
体
参
拝
）
な
ど
大
礼
に

関
連
づ
け
た
種
々
の
計
画
が
動
き
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二　

「
主
基
斎
田
ノ
件
東
京
方
面
ヘ
打
電
」

　

そ
の
後
、
昭
和
大
礼
は
福
岡
県
に
と
っ
て
格
別
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

る
。
昭
和
三
年
二
月
五
日
、
大
嘗
祭
で
用
い
る
米
を
献
上
す
る
悠
紀
地
方
と
主

基
地
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
滋
賀
県
と
福
岡
県
が
選
ば
れ
た
と
宮
内
省
か
ら
発
表
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
福
岡
県
内
で
は
合
計
九
四
も
の
主
基
斎
田
候

補
地
の
な
か
か
ら
最
終
的
に
早
良
郡
脇
山
村
が
選
ば
れ
、
三
月
十
五
日
に
発
表

さ
れ
た
。　
　
　
　

　

『
日
誌
』
に
お
け
る
主
基
斎
田
の
初
出
は
昭
和
三
年
二
月
七
日
条
で
あ
る
。

幡
掛
宮
司
が
「
主
基
斎
田
ノ
件
東
京
方
面
ヘ
打
電
」
の
た
め
に
神
湊
町
へ
行
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

主
基
地
方
が
福
岡
県
に
勅
定
さ
れ
た
こ
と
を
農
林
省
か
ら
知
ら
せ
る
電
報
が

福
岡
県
庁
に
届
い
た
の
が
二
月
五
日
。
翌
六
日
、
福
岡
県
知
事
齋
藤
守
圀
は
県

庁
幹
部
と
と
も
に
博
多
駅
を
出
発
し
て
上
京
、
挨
拶
と
打
合
せ
の
た
め
に
宮
内

省
と
農
林
省
を
訪
れ
、
一
部
の
幹
部
は
大
正
大
礼
で
悠
紀
地
方
・
主
基
地
方
と

な
っ
た
愛
知
県
と
香
川
県
を
視
察
し
て
、
十
三
日
に
全
員
帰
庁
し
た
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、「
主
基
斎
田
ノ
件
東
京
方
面
ヘ
打
電
」
と
い
う
の
は
、

幡
掛
宮
司
が
上
京
中
の
知
事
一
行
に
対
し
て
何
ら
か
の
は
た
ら
き
か
け
を
お
こ

な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
関
連
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。
齋
藤
知
事
は
す
で
に
前
年
か
ら
知
事
着
任
奉
告
の
た
め
に
辺

津
宮
に
参
拝
し
た
り
、
新
聞
社
関
係
者
た
ち
を
引
き
連
れ
て
沖
津
宮
に
参
拝
し

た
り
す
る
な
ど
、
宗
像
神
社
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
。

　

な
お
、
幡
掛
宮
司
は
三
月
二
日
か
ら
十
二
日
ま
で
上
京
し
た
こ
と
が
『
日
誌
』

か
ら
わ
か
る
が
、
お
そ
ら
く
は
主
基
斎
田
と
関
わ
る
行
動
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

幡
掛
宮
司
が
宗
像
郡
か
ら
主
基
斎
田
の
地
が
選
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
こ
で
歩
み
を
止
め
る
幡
掛
で
は
な
い
。
彼
は
次
々
と
新
た
な
行

動
を
起
こ
し
て
い
く
。
以
下
、
三
点
に
分
け
て
指
摘
し
た
い
。

三　

宗
像
神
社
の
悠
紀
斎
田
と
主
基
斎
田　

　

一
つ
目
は
宗
像
郡
内
の
悠
紀
斎
田
と
主
基
斎
田
の
設
置
で
あ
る
。
『
日
誌
』

三
月
十
四
日
条
を
み
る
と
、「
神
籤
」
に
よ
っ
て
「
悠
紀
主
基
斎
田
」
が
「
ユ
キ　

田
島
村　

ス
キ　

上
西
郷
村
」
に
決
定
し
た
と
あ
る
。
こ
の
「
悠
紀
主
基
斎
田
」

（
7
）

（
5
）

（
6
）

で
好
機
逸
す
可
か
ら
ず
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
凡
有あ

ら
ゆる

方
面
よ
り
宗
像
三
神
の
大
宣
伝
を

試
み
、
満
腔
の
熱
血
を
濺そ

そ

ぎ
、
夫
子
自
ら
馬
を
陣
頭
に
進
め
て
、
大
い
に

部
下
を
督
励
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
果
し
て
、
多
年
蔽お

お
われ

た
る
宗
像
神

社
の
御
神
徳
は
燦さ

ん

と
し
て
光
輝
を
放
た
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
や
、
宗
像
神
社
は
祭
神
を
同
じ
う
す
る
全
国
八
千
の
神
社
を
糾
合
し
、

神
徳
海
外
に
普
く
、
朝
鮮
、
満
洲
は
お
ろ
か
、
遠
く
南
米
の
異
域
に
ま
で

も
進
出
さ
れ
、
遠
近
よ
り
奉
賽
の
誠
を
致
す
も
の
引
き
も
き
れ
ぬ
有
様
と

な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
4
）
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と
い
う
の
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
全
国
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
宗
像
神

社
の
大
嘗
祭
神
事
の
た
め
に
宗
像
郡
内
に
も
う
け
た
斎
田
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
は
新
聞
で
報
じ
ら
れ
る
な
ど
広
く
周
知
さ
れ
た
が
、
『
宗
像
神
社
史
』
各
巻

と
『
造
営
誌
』
に
は
記
述
が
み
ら
れ
ず
、
『
玄
海
町
誌
』
に
簡
略
な
記
述
が
あ

る
程
度
で
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
早
良
郡
脇
山

村
の
主
基
斎
田
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
「
宗
像
神
社
悠
紀
斎
田
」「
宗
像

神
社
主
基
斎
田
」「
（
宗
像
）
両
斎
田
」
と
表
記
す
る
。

　

さ
て
、
大
礼
を
記
念
し
て
宗
像
郡
教
育
会
が
編
集
・
発
行
し
た
写
真
集
に
は

こ
の
両
斎
田
の
写
真
（
写
真
１
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た

説
明
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
明
治
の
「
先
例
」
が
あ
る
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
実

は
、
大
正
大
礼
は
こ
の
「
先
例
」
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
と
き
も
宗
像

神
社
は
大
嘗
祭
神
事
の
た
め
に
二
つ
の
斎
田
を
亀
卜
に
よ
っ
て
定
め
た
が
、
選

ば
れ
た
町
村
は
二
つ
で
は
な
く
赤
間
町
一
つ
だ
け
で
、
同
町
内
で
二
か
所
の
斎

田
が
選
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
悠
紀
」
「
主
基
」
と
い
う
用
語
は
ま
っ
た
く
用
い

（
9
）

（
8
）

写真１　宗像神社の悠紀斎田・主基斎田　『昭和御大典記念　史蹟名勝写真帖』より

今
秋
行
は
せ
ら
れ
る
御
大
礼
に
当
り
、
官
幣
大
社
宗
像
神
社
に
於
て
は
、

先
例
に
依
り

0

0

0

0

0

（
記
録
に
は
明
治
天
皇
御
即
位
式
の
時
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…マ

マ…
以
前
分
明

せ
ず
）
悠
紀
、
主
基
の
御
斎
田
を
設
定
せ
ら
れ
た
〔
中
略
〕

本
郡
は
昔
か
ら
の
神
領
で
、
郡
内
全
部
が
神
社
の
氏
子
で
あ
る
。
そ
れ
で

斎
田
の
選
定
に
当
つ
て
は
、
皇
室
の
御
制
度
に
倣
は
せ
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
社
よ

り
東
に
悠
紀
、
西
に
主
基
の
両
斎
田
を
設
け
、
そ
の
位
置
は
神
籤
に
よ
つ

て
決
せ
ら
れ
た

（
10
）
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ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
県
の
主
基
斎
田
の
選
定
過
程
に
お
い
て
各
郡
市
の
農
会
に

候
補
地
の
推
薦
（
二
月
二
十
七
日
締
切
）
が
依
頼
さ
れ
た
が
、
宗
像
郡
か
ら
は

田
島
0

0

、
南
郷
、
上
西
郷

0

0

0

、
吉
武
の
四
か
村
の
田
が
推
薦
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
の
ち
に
「
神
籤
」
で
選
ば
れ
る
二
か
村
が

両
方
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
後
者
に
い
た
っ
て
は
所
有
者
（
伊
藤
惣
太
郎
）
ま

で
も
一
致
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
神
籤
」
は
宗
像
郡
の
全
町
村
で
は
な

く
右
の
四
か
村
を
選
択
肢
と
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

興
味
深
い
の
は
『
日
誌
』
三
月
十
日
条
で
あ
る
。
宗
像
神
社
が
神
職
会
お
よ

び
農
会
と
の
あ
い
だ
で
斎
田
に
つ
い
て
「
前
例
ニ
ヨ
リ
神
籤
ヲ
以
テ
二
ヶ
村

0

0

0

ヲ

定
ム
ル
」
と
い
う
「
協
定
」
を
結
ん
だ
と
あ
る
。
「
前
例
」
と
い
っ
て
も
赤
間

町
だ
け
を
選
ん
だ
大
正
大
礼
と
は
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
大
正
を
飛
び
越
え

て
前
述
の
説
明
に
も
あ
っ
た
明
治
の
前
例
に
準
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
こ
の
前
日
の
三
月
九
日
、
主
基
斎
田
の
最
終
候
補
地
が
三
か
所
（
早
良

郡
脇
山
村
、
糸
島
郡
長
糸
村
、
筑
紫
郡
山
口
村
）
に
絞
ら
れ
た
こ
と
が
県
庁
か

ら
発
表
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
協
定
」
は
宗
像
郡
が
選
外
に
な
っ
た
こ
と
が
確
定

し
た
直
後
に
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
手
間
の
か
か
る
調
査
と
書
類
作

成
を
お
こ
な
っ
て
四
か
所
の
候
補
地
を
選
定
し
た
郡
農
会
と
し
て
は
、
こ
の
ま

ま
徒
労
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
一
方
で
宗
像
神
社
は
、
大

正
大
礼
の
前
例
に
な
ら
え
ば
宗
像
郡
内
に
二
か
所
の
斎
田
が
必
要
に
な
る
が
、

す
で
に
郡
農
会
が
選
定
し
た
優
良
候
補
地
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
活
か
さ

な
い
手
は
な
い
。
そ
こ
で
出
て
き
た
の
が
、
悠
紀
と
主
基
の
二
つ
の
斎
田
を
神

意
に
よ
っ
て
選
ぶ
と
い
う
直
近
に
全
国
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
た
方
法
を
宗
像
郡

内
に
引
き
写
し
て
模
倣
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
郡
農

会
側
と
し
て
は
、
再
び
選
外
と
な
っ
て
し
ま
う
残
り
の
二
か
村
も
、
「
神
籤
」

の
結
果
で
あ
れ
ば
納
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
宗
像
両
斎
田
を
き
め
る
「
神
籤
」
は
、
県
内
の
主

基
斎
田
の
選
定
過
程
と
連
動
し
て
い
た
。
選
ば
れ
た
両
斎
田
で
は
「
祓
式
地
鎮

祭
鋤
入
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
明
ら
か
に
早
良
郡
脇
山
村
の
主
基
斎
田
で

お
こ
な
わ
れ
た
儀
式
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
県
庁
幹
部
も
出
席
し
て
こ
の

儀
式
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
脇
山
村
の
主
基
斎
田
に
万
が
一
問
題
が

起
こ
っ
た
場
合
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
役
割
が
宗
像
両
斎
田
に
期
待
さ
れ
て
い
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

四　

脇
山
村
か
ら
の
団
体
参
拝

　

二
点
目
は
、
三
月
二
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
脇
山
村
か
ら
宗
像
神
社
へ
の

団
体
参
拝
で
あ
る
。
『
日
誌
』
で
は
主
基
斎
田
が
脇
山
村
に
確
定
し
た
こ
と
が

発
表
さ
れ
て
三
日
後
（
三
月
十
八
日
）
に
関
連
記
述
が
初
出
し
、
宗
像
郡
内
の

主
要
団
体
が
総
力
を
あ
げ
て
こ
の
団
体
参
拝
を
迎
え
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
日
誌
』
に
つ
い
て
は
翻
刻
を
参
照
し
て
も
ら
う
と
し
て
、
こ
こ
で
は
新
聞
報

道
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

（
14
）

（
13
）

（
12
）

（
11
）

主
基
斎
田
の
光
栄
に
浴
し
た
福
岡
県
脇
山
村
で
は
、
廿
五
日
午
後
零
時
半

よ
り
村
社
横
山
神
社
の
宗
社
に
当
る
宗
像
郡
官
幣
大
社
宗
像
神
社

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
於

て
、
赤
誠
罩こ

め
た
主
基
斎
田
五
穀
豊
饒
祈
念
大
祭
を
最い

と

も
荘
厳
に
執
行
し

た
〔
中
略
〕
之
よ
り
先
き
主
基
村
脇
山
で
は
午
前
五
時
頃
早
く
も
脇
山
小
学
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記
事
の
冒
頭
で
は
脇
山
村
の
村
社
横
山
神
社
の
「
宗
社
」
が
宗
像
神
社
で
あ

る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
は
事
前
報
道
で
も
強
調
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ

れ
以
前
に
脇
山
村
か
ら
宗
像
神
社
へ
の
団
体
参
拝
は
見
ら
れ
な
い
。
宗
像
神
社

か
ら
事
前
に
関
係
各
団
体
へ
種
々
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
終
了
後

に
は
幡
掛
宮
司
を
含
む
神
職
た
ち
が
「
御
礼
」
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
団
体
を

「
巡
回
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
（
『
日
誌
』
三
月
二
十
六
日
条
、
同

二
十
七
日
条
）
、
宗
像
神
社
が
主
導
し
て
実
現
し
た
団
体
参
拝
だ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
幡
掛
た
ち
は
地
元
が
主
基
斎
田
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

う
け
て
、
選
ば
れ
た
所
と
の
結
び
つ
き
を
活
か
し
て
宗
像
神
社
を
世
間
に
ア
ピ

ー
ル
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
参
拝
は
脇
山
村
の
人
び
と
に
と
っ
て
実
り
あ
る
も
の
に
な
っ
た
よ
う

で
、『
日
誌
』
を
み
る
と
宗
像
神
社
到
着
後
の
歓
迎
挨
拶
の
折
に
は
脇
山
村
の

（
16
）

校
前
に
参
集
勢
揃
ひ
の
上
、
奉
耕
者
石
津
新
一
郎
氏
夫
妻
を
初
め
中
島
村

長
、
村
会
議
員
、
横
山
神
社
樋
口
社
掌
、
小
学
校
教
員
、
在
郷
軍
人
分

会
、
主
婦
会
、
青
年
、
処
女
団
等
の
村
民
二
百
五
十
名
は
、
在
郷
軍
人
分

会
旗
を
押
し
立
て
蜒
蜿
長
蛇
〔
蜿
蜿
長
蛇
〕
の
列
を
な
し
な
が
ら
午
前
九

時
博
多
駅
着
休
憩
後
、
同
九
時
廿
三
分
発
同
十
時
廿
分
東
郷
駅
に
到
着
す

る
や
、
幡
掛
宗
像
宮
々
司
以
下
神
職
一
同
、
中
村
県
会
議
員
、
川
島
東
郷

町
々
長
、
同
小
学
校
長
等
の
案
内
で
、
奉
耕
者
石
津
夫
妻
、
中
島
村
長
等

廿
余
名
は
数
台
の
自
動
車
を
連
ね
、
其
他
の
二
百
余
名
は
田
島
村
青
年

団
の
案
内
に
よ
り
徒
歩
で
一
路
宗
像
神
社
に
向
つ
た
。
一
行
は
正
午
頃

宗
像
神
社
に
到
着
し
た
が
、
駅
前
に
は
東
郷
町
青
年
団
処
女
会
員
小
学
校

生
徒
三
百
余
名
出
迎
へ
、
沿
道
の
各
町
村
で
は
各
戸
何
れ
も
国
旗
を
掲
揚

し
て
一
行
を
歓
迎
し
、
宗
像
神
社
の
境
内
は
之
亦
瀧
口
津
屋
崎
小
学
校
長
、

花
田
郡
農
会
副
会
長
、
古
閑
東
郷
署
長
等
を
初
め
青
年
処
女
会
、
在
郷
軍

人
会
員
等
約
四
百
名
の
各
種
団
体
員
等
が
出
迎
を
な
し
て
さ
し
も
に
広
き

社
頭
も
人
を
以
て
埋
め
る
有
様
で
あ
つ
た
。
斯
て
定
刻
零
時
半
よ
り
奏
楽

裡
に
大
祭
開
始
、
幡
掛
宮
司
外
十
余
名
の
神
職
は
修
祓
献
饌
宮
司
祝
詞
後
、

一
同
君く

ん

が
代よ

〔
ル
ビ
は
原
文
通
り
〕
合
唱
あ
り
、
次
で
宮
司
の
玉
串
奉
奠
後
、

重
大
な
る
責
任
社マ

マ

石
津
氏
は
謹
厳
な
る
態
度
で
神
前
に
進
み
出
で
、
神
明

の
加
護
厚
く
五
穀
豊
穣
の
農
運
ゆ
た
か
な
れ
と
深
き
祈
り
を
捧
げ
、
夫
れ

ゟ
中
島
脇
山
村
長
、
金
子
小
学
校
長
、
横
山
神
社
樋
口
社
掌
、
在
郷
軍
人
、

消
防
頭
取
、
青
年
、
処
女
、
主
婦
各
会
長
、
知
事
代
理
（
佐
藤
県
属
）
宗

像
郡
奉
祭
〔
奉
斎
ヵ
〕
会
長
、
川
島
東
郷
町
長
、
古
閑
同
署
長
等
の
順
序

に
て
玉
串
奉
奠
、
終
て
一
同
礼
拝
、
何
れ
も
心
ゆ
く
ま
で
赤
誠
こ
め
て
祈

を
捧
げ
た
。
斯
く
て
大
麻
授
与
撤
饌
の
後
盛
式
裡
に
大
祭
を
終
つ
た
。

夫
よ
り
幡
掛
宮
司
は
一
場
の
挨
拶
を
な
し
、
之
に
対
し
金
子
脇
山
小
学
校

長
の
謝
辞
、
高
木
樋
井
川
村
長
は
早
良
群マ

マ

内
の
町
村
長
を
代
表
し
て
之
又

一
場
の
挨
拶
を
な
し
た
。

一
行
ほマ

マ

田
島
村
小
学
校
に
於
け
る
神
社
其
他
関
係
者
主
催
の
歓
迎
宴
に
臨

ん
だ
が
、
田
島
村
婦
人
農
会
の
手
料
理
に
一
同
舌
鼓
を
打
ち
つ
ゝ
、
午
後

二
時
半
出
発
同
三
時
卅
分
東
郷
駅
発
列
車
で
帰
途
に
つ
い
た
。
奉
耕
者
石

津
氏
中
島
村
長
等
廿
余
名
は
更
に
宗
像
宮
よ
り
自
動
車
を
連
ね
て
宮
地
嶽

神
社
に
参
拝
し
て
耕
運
の
幸
を
祈
り
て
、
午
後
三
時
五
十
分
福
間
駅
発
列

車
で
帰
途
に
つ
い
た
。

尚
川
島
東
郷
村
長
は
脇
山
村
の
た
め
神
酒
一
樽
を
献
上
し
た
が
、
脇
山
村

長
は
之
を
村
に
持
ち
帰
つ
て
村
民
と
共
に
鏡
を
抜
く
事
と
な
つ
た
。

（
15
）
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女
性
た
ち
の
な
か
に
「
感
泣
」
す
る
者
が
い
た
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

『
日
誌
』
が
団
体
参
拝
に
つ
い
て
記
す
と
き
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
ら
わ
れ

る
の
は
非
常
に
珍
し
く
、
こ
の
団
体
参
拝
が
脇
山
村
の
人
び
と
の
胸
に
深
く
刻

ま
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

五　

主
基
地
方
記
念
会
と
主
基
地
方
風
俗
舞

　

三
点
目
は
主
基
地
方
記
念
会
の
創
設
と
主
基
地
方
風
俗
舞
の
保
存
活
動
で
あ

る
が
、
今
回
対
象
と
し
た
時
期
範
囲
を
こ
え
て
お
り
、
紙
幅
も
尽
き
た
た
め
、

既
存
の
文
献
の
関
連
個
所
を
注
で
示
す
に
と
ど
め
る
。

　

本
稿
は
い
っ
た
ん
こ
こ
で
閉
じ
る
こ
と
と
し
、
昭
和
三
年
五
月
以
降
の
動
向

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
未
完
）　

【
附
録
】
宗
像
神
社
辺
津
宮
社
務
日
誌
（
昭
和
大
礼
関
連
、
昭
和
二
年
十
一
月　

　

～
昭
和
三
年
四
月
）

　

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年

十
一
月
二
十
八
日

一
、
午
后
二
時
半
ヨ
リ
社
務
所
ニ
於
テ
本
日
参
集
ノ
町
村
長
会
ヲ
開
ク
。
出
席

　
　

者
、
大
島
、
河
東
、
神
興
、
勝
浦
、
神
湊
、
岬
、
吉
武
、
池
野
、
以
上

　
　

八
ヶ
町
村
長
ト
他
ハ
代
理
者
ニ
花
田
神
職
会
幹
事

　
　

神
社
産
子
惣
代
田
島
村
五
人
、
高
山
元
県
参
事
会
員
、
以
上
二
十
一
名

〔
中
略
〕

　
　
　

協
議
事
項

一
、
勅
祭
社
御
加
列
請
願
ノ
件
。
（
賛
成
）

一
、
斎
田
撰
定
ノ
件
。
（
前
例
ニ
依
ル
コ
ト
。
）

一
、 

三
社
大
計
画
実
施
方
ノ
件
。
（
賛
成
）

一
、
御
大
典
紀
念
事
業
ニ
関
ス
ル
件
。
（
賛
成
）

以
上
種
々
懇
談
ノ
後
午
后
四
時
直
会
ノ
後
散
会
。

十
二
月
九
日

一
、
午
前
十
時　

産
子
惣
代
委
員
会
開
催
、
午
后
二
時
閉
会

　
　

出
席
者　

大
森
達　

川
島
田
造　

安
部
豊
敏　

尾
形
義
雄　

豊
福
悟
郎

　
　
　
　
　
　

大
庭
森
平　

田
中
弥
十

　
　

議
案

　
　
　
　

〔
中
略
〕

　
　
　
　

協
議
事
項　

一
、
勅
祭
社
御
加
列
請
願
ノ
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、 

三
社
復
興
計
画
実
施
方
ノ
件

（
17
）
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一
、
宗
像
神
社
奉
賽
会
組
織
ノ
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
御
大
典
記
念
事
業
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
参
宮
団
組
織
ノ
件

十
二
月
十
四
日

一
、
入
江
祢
宜
赤
間
町
〔
大
麻
〕
頒
布
式
参
列
ノ
為
出
行
終
テ
東
郷
駅
ニ
参
宮

 
 
 
 

団
ニ
関
ス
ル
件
打
合
ノ
為
駅
長
訪
問
午
后
三
時
帰
社

一
、
花
田
主
典
ハ
吉
武
村
及
東
郷
町
ニ
明
十
五
日
産
子
惣
代
会
出
席
方
交
渉
ノ

　
　

為
出
張
夕
景
帰
社
ス
。

十
二
月
十
五
日

一
、
氏
子
総
代
会
々マ

マ

催
。
大
森
村
長
初
全
部
出
席
。
津
屋
崎
町
及
東
郷
赤
間
福

　
　

間
助
役
及
代
理
者
惣
代
五
十
二
名
出
席
、
此
ノ
外
八
幡
四
名
、
中
野
貞
五

　
　

郎
氏
等

十
二
月
十
七
日

一
、
本
日
ヨ
リ
幡
掛
宮
司
ハ
大
計
画
案
、
供
進
金
増
額
其
他
重
要
ナ
ル
社
務
打

　
　

合
セ
ノ
タ
メ
十
日
間
ノ
予
定
ニ
テ
上
京
〔
同
月
二
十
七
日
に
帰
社
〕

　

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年

二
月
七
日

一
、
午
前
十
時
半
ヨ
リ
郡
内
青
年
団
幹
部
社
務
所
ニ
集
合
建
国
祭
其
他
ノ
件
ニ

　
　

就
協
議
ス
。

　
　

出
席
者　

田
島
村
安
部
助
役

　
　
　

青
年
団　

福
間
町
、
池
野
村
、
河
東
村
、
田
島
村
、
吉
武
村
、
南
郷
村　

　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

計
十
一
名

　
　
　
　

協
議
事
項

　
　

一
、
建
国
祭
挙
行
ニ
関
ス
ル
件

　
　

二
、
宗
像
神
社
御
大
典
記
念
事
業
ニ
援
助
方
ノ
件

　
　

三
、
献
穀
斎
田
設
置
ノ
件

　
　

四
、
参
宮
団
組
織
ノ
件

一
、
幡
掛
宮
司
宗
像
主
典
ヲ
随
ヘ
主
基
斎
田
ノ
件
東
京
方
面
ヘ
打
電
方
ニ
就
キ

　
　

神
湊
町
ヘ
出
張

二
月
八
日

一
、
福
日
新
聞
〔
福
岡
日
日
新
聞
〕
記
者
来
社
（
主
基
斎
田
候
補
地
調
ヘ
ノ
タ

　
　

メ
）
幡
掛
宮
司
入
江
祢
宜
安
部
助
役
ヨ
リ
種
々
説
明
ア
リ

二
月
十
九
日

一
、
午
前
十
時
本
間
農
務
課
長
水
内
農
事
試
験
場
長
郡
農
会
花
田
副
会
長
外
役

　
　

員
中
村
県
会
議
員
川
島
東
郷
町
長
等
ノ
一
行
主
基
斎
田
田
島
村
ノ
候
補
地

　
　

視
察
ノ
為
来
社
参
拝
ア
リ
タ
リ
。
入
江
祢
宜
、
嶺
主
典
村
役
場
吏
員
ト
共

　
　

ニ
案
内
ニ
テ
巡
視
セ
ラ
ル
。

二
月
二
十
三
日

一
、
斎
藤
知
事
斎
田
御
勅
定
ニ
付
奉
告
並
ニ
大
任
奉
仕
祈
願
ノ
タ
メ
参
拝
セ
ラ

　
　

ル

　
　
　

午
前
八
時
諸
般
ノ
準
備
ヲ
整
ヘ
祈
願
並
ニ
奉
告
祭
ヲ
仕
ヘ
奉
ル

（
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午
前
十
時
知
事
参
拝　

正
門
前
ニ
テ
手
水
ノ
儀　

祓
式
ア
リ　

昇
殿

　
　
　

玉
串
奉
奠　

退
下　

社
務
所
ニ
於
テ
少
憩　

郡
内
各
町
村
長
花
田
郡

　
　
　

農
会
副

（

会

欠

）
長
等
迎
ヘ
タ
リ

三
月
二
日

一
、
午
后
五
時
宮
司
上
京
準
備
ノ
為
帰
郷

三
月
九
日

一
、
参
宮
団
募
集
ノ
印
刷
物
七
千
枚
到
着
ス

一
、
午
后
花
田
主
典
参
宮
団
期
日
打
合
ノ
為
東
郷
町
ニ
出
張

三
月
十
日

一
、
入
江
祢
宜
花
田
主
典
ハ
参
宮
ノ
件
其
他
打
合
セ
ノ
タ
メ
東
郷
町
出
張
（
中

　
　

村
神
職
会
副
会
長
花
田
農
会
副
会
長
占
部
技
手
ト
面
談
）

〔
欄
外
〕

中
村
副
会
長
花
田
副
会
長
ト
ノ
協
定

斎
田
ニ
関
ス
ル
件

一
、
前
例
ニ
ヨ
リ
神
籤
ヲ
以
テ
二
ヶ
村
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

一
、
神
籤
ノ
二
ヶ
村
ハ
村
長
技
術
員
神
職
ト
協
同
責
任
ヲ
以
テ
耕
作
ス
ル
コ
ト

一
、
神
社
ト
神
職
会
ト
村
ト
ノ
予
算
ヲ
以
テ
一
層
有
意
義
ニ
模
範
的
斎
田
ヲ
設

　
　

置
ス
ル
コ
ト

三
月
十
一
日

一
、
入
江
祢
宜
ハ
赤
間
町
ニ
於
ケ
ル
郡
青
年
団
幹
部
講
習
会
ニ
出
席
ノ
上
、
参

　
　

宮
団
ノ
件
、
春
季
祭
ノ
件
、
建
国
祭
ノ
件
、
斎
田
ノ
件
等
ニ
付
依
頼
ノ
タ

　
　

メ
出
張

三
月
十
二
日

一
、
上
京
中
ノ
幡
掛
宮
司
帰
社

三
月
十
四
日

〔
欄
外
〕

悠
紀
主
基
斎
田

　

神
籤
ニ
依
リ

　
　

ユ
キ　

田
島
村

　
　

ス
キ　

上
西
郷
村

　
　

決
定

三
月
十
五
日

一
、
宗
像
実
業
女
学
校
生
徒
五
名
境
内
掃
除
奉
仕

〔
中
略
〕

一
、
午
后
二
時
ヨ
リ
山
口
安
部
田
中
外
一
名
ノ
本
村
小
学
校
教
員
及
占
部
郡
農

　
　

会
技
手
ノ
会
合
ヲ
請
ヒ
左
記
件
々
協
議
シ
タ
リ

　

一
、
春
季
祭
発
展
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　
　

イ
、
青
年
会
学
校
生
徒
ノ
演
技
会
開
催
ノ
件

　
　
　
　

ロ
、
学
芸
品
展
覧
会
開
催
ノ
件

　
　
　
　

ハ
、
五
穀
豊
饒
蚕
業
発
展
祈
願
祭
執
行
ノ
件

（
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三
月
十
六
日

一
、
学
務
部
長
ヨ
リ
斎
田
奉
告
祭
并
ニ
祈
願
祭
執
行
ニ
関
ス
ル
件
通
牒
及
仝
上

　
　

ニ
付
知
事
代
理
参
向
ノ
件
〔
中
略
〕
受
付

三
月
十
八
日

一
、
早
良
郡
脇
山
村
斎
田
耕
作
者
及
奉
仕
者
ニ
対
ス
ル
祈
願
祭
其
他
祓
式
等
執

　
　

行
並
ニ
五
穀
豊
穣
祈
願
ノ
件
ニ
付
花
田
主
典
中
村
県
会
議
員
訪
問
ス

三
月
十
九
日

一
、 

八
幡
市
吉
田
荒
五
郎
氏
来
社
、
寄
附
金
ノ
件
ニ
付
幡
掛
宮
司
花
田
主
典
ト

　
　

会
見
、
午
后
三
時
半
辞
去

一
、
嘉
穂
郡
農
会
山
北
又
三
郎
氏
幡
掛
宮
司
訪
問
来
社　

斎
田
ニ
関
ス
ル
件
ニ

　
　

付
種
々
聴
問
セ
ラ
ル
ヽ
所
ア
リ　

五
時
半
辞
去

一
、
入
江
祢
宜　

主
基
斎
田
奉
告
祭
並
ニ
豊
穣
祈
願
祭
ノ
件
其
他
社
務
要
件
ヲ

　
　

以
テ
福
岡
市
出
張
、
即
日
帰
社

三
月
二
十
一
日

一
、
宮
地
嶽
神
社
ヨ
リ
参
宮
団
ノ
模
様
打
合
ノ
為
使
者
来
社

三
月
二
十
二
日

一
、
午
前
十
時
二
十
五
分
東
郷
駅
着
ニ
テ
大
津
山
庶
務
課
長
来
社　

宗
像
主
典

　
　

出
迎
ヘ
社
務
所
ニ
休
息

一
、
午
前
十
一
時
ヨ
リ
主
基
斎
田
奉
告
祭
奉
仕

　
　
　
　

幡
掛
宮
司
入
江
祢
宜
宗
像
主
典
吉
田
主
典
奉
仕

　
　
　
　

知
事
代
理
大
津
山
庶
務
課
長
参
拝

　
　
　
　

田
島
小
学
校
職
員
生
徒
、
氏
子
総
代
、
花
田
実
其
他
縁
故
会
出
席
者

　
　
　
　

参
列

三
月
二
十
三
日

一
、
入
江
祢
宜
東
郷
町
自
治
会
館
ヘ
出
張

　
　
　
　

一
、
大
嘗
祭
斎
田
耕
作
指
導
方
農
業
技
術
員
ヘ
依
頼
ノ
件
（
斎
田
耕

　
　
　
　
　
　

作
者
選
定
耕
地
選
定
ハ
地
元
ヘ
神
社
ヨ
リ
交
渉
）

　
　
　
　

一
、
早
良
郡
脇
山
村
主
基
田
関
係
者
参
拝
ノ
件

　
　
　
　
　
　
　

イ　

奉
斎
会
費
ヨ
リ
支
出
方
内
談
（
承
認
）

　
　
　
　
　
　
　

ロ　

東
郷
町
各
種
団
体
参
拝
者
出
迎
ノ
ヿ

　
　
　
　
　
　
　

ハ　

脇
山
村
主
脳
部
自
動
車
ニ
テ
迎
フ
ル
ヿ

　
　
　
　
　
　
　

ニ　

脇
山
村
送
呈
酒
二
丁
寄
附
懇
請
ノ
ヿ

　
　
　
　
　
　
　

ホ　

自
動
車
賃
割
引
交
渉
ノ
ヿ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
ロ
以
下
ホ
迄
花
田
副
会
長
東
郷
町
長
引
受

一
、
花
田
主
典
ハ
本
村
ニ
於
テ
準
備
ス
ベ
キ
事
項
ニ
付
学
校
役
場
処
女
会
等
ヲ

　
　

訪
問
ス

　
　
　
　
　

イ　

中
食
場
ト
シ
テ
学
校
借
用
ノ
件

　
　
　
　
　

ロ　

中
食
場
設
備
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
学
校
長
ヘ
相
談
承
認
ヲ
受
ク

　
　
　
　
　

ハ　

処
女
会
員
出
動
接
待
助
勤
ノ
件

　
　
　
　
　
　
　
　

各
支
部
長
会
ヲ
開
催
学
校
長
ヘ
談
合

　
　
　
　
　

ニ　

中
食
料
理
ノ
件
（
一
人
宛　

白
米
一
合
半
ノ
ニ
ギ
リ
メ
シ
、

　
　
　
　
　
　
　

ガ
メ
ニ
、
タ
ク
ワ
ン
）

（
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ホ　

土
産
ト
シ
テ
神
饌
用
餅
婦
人
農
会
ヨ
リ
贈
呈
方
ノ
件

　
　
　
　
　

ヘ　

田
島
婦
人
農
会
員
ヘ
前
二
件
依
頼
ノ
件

　
　
　
　
　

ト　

田
島
全
村
国
旗
掲
揚
及
各
戸
一
人
参
列
方
ノ
件

　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
本
村
小
沢
書
記
ヘ
依
頼

一
、
廿
五
日
早
良
郡
脇
山
村
主
基
田
関
係
者
豊
饒
祈
願
参
拝
ノ
件
ニ
付
県
下
両

　
　

院
議
員
県
会
議
員
郡
内
各
町
村
長
学
校
長
早
良
郡
町
村
長
郡
支
会
長
其
他

　
　

計
二
百
八
十
名
余
ヘ
案
内
状
発
送

三
月
二
十
四
日

一
、
中
村
石
門
参
宮
団
ノ
件
ニ
付
来
社

〔
中
略
〕

一
、
入
江
祢
宜
参
宮
団
ノ
件
ニ
付
宮
地
岳
神
社
ヘ
出
向
、
午
后
九
時
半
帰
社

三
月
二
十
五
日

一
、
早
良
郡
脇
山
村
石
津
新
一
郎
外
関
係
者
二
百
名
参
拝
主
基
田
豊
饒
祈
願
祭

　
　

執
行

　
　
　

午
前
十
時
二
十
五
分
東
郷
駅
着
ニ
テ
石
津
氏
夫
妻
ヲ
始
メ
中
島
村
長

 
 
 
 
 
 

金
子
校
長 

樋
口
社
掌 

外
在
郷
軍
人
会 

青
年
会 

処
女
会 

主
婦
会
ノ

　
　
　

各
会
員
其
他
村
民
二
百
余
名
到
着
駅
前
ニ
ハ
東
郷
町
長 

東
郷
各
種
団

　
　
　

体 

田
島
村
青
年
団
出
迎　

石
津
氏
始
メ
村
長
等
廿
余
名
ハ
自
動
車
ニ

　
　
　

テ
其
他
ハ
田
島
青
年
団
ノ
案
内
ニ
テ
徒
歩
ニ
テ
当
社
ニ
至
ル　

本
社
ニ

　
　
　

ハ
郡
内
各
有
志
田
島
村
各
種
団
体
出
迎
ヘ　

一
同
到
着
ヲ
以
テ
祭
典
開

　
　
　

始　

終
テ
神
酒
ノ
授
与
紀
念
撮
影
ヲ
ナ
シ
学
校
講
堂
ニ
於
テ
中
食
ヲ
饗

　
　
　

ス

　
　
　

中
食
ハ
ニ
ギ
リ
飯
ニ
煮
付
ノ
単
略
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
田
島
村
婦
人
農
会

　
　
　

ノ
奉
仕
的
手
料
理
ニ
テ
一
同
感
謝
シ
タ
リ

　
　
　

中
村
県
会
議
員
ノ
歓
迎
ノ
辞
ニ
至
リ
テ
ハ
脇
山
村
婦
人
団
ニ
ア
リ
テ
ハ

　
　
　

感
泣
セ
ル
モ
ノ
ヲ
見
受
ケ
タ
リ

　
　
　

東
郷
川
島
町
長
四
斗
樽
清
酒
一
丁 

田
島
婦
人
農
会
ヨ
リ
鏡
餅 

八
幡
市

　
　
　

吉
田
荒
五
郎
金
一
封
奉
納

　
　
　

右
ハ
イ
ヅ
レ
モ
早
良
郡
脇
山
村
ヘ
寄
贈
ス

　
　
　

午
後
二
時
中
食
ヲ
終
ヘ
一
同
万
才
三
唱
帰
村
ノ
途
ニ
ツ
ク

　
　
　

当
日
参
列
者
ノ
主
ナ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ

　
　
　
　

松
尾
社
寺
属
、
中
村
県
議
、
東
郷
神
興
岬
町
村
長

　
　
　
　

津
屋
崎
田
島
小
学
校
長
、
古
閑
署
長
等

一
、
花
田
主
典
ハ
南
郷
村
ヘ 

入
江
祢
宜
ハ
東
郷
町
ヘ
イ
ヅ
レ
モ
参
宮
団
ノ
件

　
　

ニ
テ
出
張
（
午
後
五
時
ヨ
リ
）

三
月
二
十
六
日

一
、
午
前
十
一
時
参
宮
団
十
六
名
ノ
タ
メ
祓
式
並
ニ
途
上
平
安
ノ
祈
願
ヲ
ナ
シ

　
　

十
二
時
出
発
参
宮
ノ
途
ニ
ツ
ク　

入
江
祢
宜
案
内
ノ
タ
メ
出
張

一
、
花
田
主
典
廿
五
日
主
基
田
祈
願
祭
ニ
関
シ
御
礼
ノ
タ
メ
田
島
村
婦
人
農
会

　
　

長
役
場
等
ヲ
巡
回
シ
タ
リ

三
月
二
十
七
日

一
、
幡
掛
宮
司 

花
田
主
典　

早
良
郡
脇
山
村
主
基
斎
田
豊
饒
祈
願
祭
当
日
ノ

　
　

謝
礼
ノ
タ
メ
宗
像
地
方
自
治
会
館
、
川
島
東
郷
町
長
、
中
村
県
会
議
員
訪

　
　

問
ノ
タ
メ
南
郷
村
、
東
郷
町
ヘ
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三
月
二
十
九
日

一
、
幡
掛
宮
司　

斎
田
研
究
委
員
会
ヘ
出
席
ノ
タ
メ
福
岡
県
神
職
会
ヘ

三
月
三
十
一
日

一
、
伊
勢
参
宮
団
午
后
九
時
帰
社
ス

四
月
一
日

一
、
幡
掛
宮
司
主
基
斎
田
ノ
件
ニ
付
委
員
会
ニ
出
席
ノ
タ
メ
福
岡
県
神
職
会
ヘ

一
、
午
前
十
一
時　

参
宮
団　

報
賽
祭
奉
仕

　
　
　
　
　
　

入
江
祢
宜　

宗
像
吉
田
主
典

　
　
　
　
　
　

参
列　

越
智
峰
吉　

池
浦
晴
吉　

安
部
浦
吉　

河
部
彦
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
啓
次
郎　

植
木
正
人　

山
田
藤
十　

深
田
リ
ン

　
　
　

了
テ
社
務
所
ニ
於
テ
直
会　

午
后
一
時
解
散

四
月
二
日

一
、
入
江
祢
宜
ハ
上
西
郷
村
斎
田
撰
定
打
合
セ
ノ
タ
メ
同
村
ヘ
出
張

一
、
幡
掛
宮
司
ハ
主
基
斎
田
ノ
打
合
会
ノ
タ
メ
福
岡
市
出
張

四
月
三
日

一
、
午
后
三
時
ヨ
リ
参
宮
団
慰
労
会
ニ
入
江
祢
宜
、
植
木
雇
出
席

四
月
五
日

一
、 

三
月
廿
五
日
主
基
田
祈
願
祭
関
係
者
ヲ
招
饗　

午
后
六
時
ヨ
リ
慰
労
会
開

　
　

催

四
月
六
日

一
、
幡
掛
宮
司 

入
江
祢
宜 

花
田
、
宗
像
主
典　

早
良
郡
脇
山
村
主
基
斎
田
視

　
　

察
ノ
タ
メ
午
前
八
時
ヨ
リ
出
向

四
月
七
日

一
、
午
後
七
時
ヨ
リ
入
江
祢
宜
花
田
主
典
斎
田
設
置
ノ
件
及
農
事
組
合
大
会
用

　
　

糯
米
寄
附
懇
請
ノ
タ
メ
田
島
村
区
長
会
議
ヘ
列
席

四
月
九
日

一
、〔
中
略
〕
宗
像
郡
農
会
ヨ
リ
主
基
田
豊
穣
並
ニ
本
郡
農
蚕
豊
穣
祈
願
祭
ノ

　
　

件
受
付

四
月
十
二
日

一
、
午
后
一
時
半
ヨ
リ
主
基
斎
田
祓
式
ノ
打
合
セ
ノ
タ
メ
幡
掛
宮
司
入
江
祢
宜

　
　

花
田
主
典
出
張
〔
同
十
四
日
帰
社
〕

四
月
十
三
日

一
、
午
后
一
時

　
　
　

脇
山
村
大
祓
式
及
奉
告
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

脇
山
村
代
表
ト
シ
テ
緒
方
新
五
郎
、
眞
子
藤
一
郎

四
月
十
七
日　

一
、
午
后
七
時
田
島
村
斎
田
耕
作
者
深
田
守
次
郎
氏
宅
ニ
入
江
祢
宜
、
花
田
宗

　
　

像
主
典
出
張
打
合
ス
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四
月
十
八
日

一
、
入
江
祢
宜
、
宗
像
主
典
、
宗
像
神
社
悠
紀
斎
田
土
地
選
定
ノ
タ
メ
田
島
村

　
　

大
字
田
島
字
飛
松
ヘ
出
向　

仝
臨
場
者　

斎
田
耕
作
者　

深
田
守
次
郎　

　
　

占
部
技
手　

安
部
助
役　

区
長
吉
武
儀
一
郎
、
深
田
和
一
郎

　
　

午
后
一
時
入
江
祢
宜　

宗
像
主
典
帰
社

四
月
二
十
日

一
、
入
江
祢
宜
脇
山
村
出
張
夕
刻
帰
社

四
月
二
十
一
日　
　
　
　
　

一
、
明
日
ノ
斎
田
奉
告
祭
ノ
件
ニ
付
入
江
祢
宜
ハ
郡
農
会
ヘ
出
張

四
月
二
十
二
日

一
、
午
前
十
一
時　

宗
像
神
社　

大
嘗
祭
悠
紀
主
基
両
斎
田
決
定
奉
告
祭
並
ニ

　
　

五
穀
豊
穣
農
神
像
奉
献
報マ

マ

告
祭
執
行

　
　
　

奉
仕
者　

幡
掛
宮
司　

入
江
祢
宜　

宗
像
主
典　

吉
田
主
典

　
　
　

参
列
者　

悠
紀
斎
田　

大
田
主　

深
田
守
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

主
基
斎
田　

大
田
主　

伊
藤
惣
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

郡
農
会
占
部
技
手　

田
島
村
上
西
郷
村
助
役
及
両
村
駐
在

　
　
　
　
　
　
　

農
業
技
手　

農
神
像
奉
献
団
依
托
大
阪
毎
日
新
聞
福
岡
支
局

　
　
　
　
　
　
　

長

　
　

続
テ
大
田
主
ヘ
ノ
示
達
式
挙
行

一
、
祭
典
終
了
后
社
務
所
ニ
於
テ
直
会

　
　

次
ニ
斎
田
事
務
ニ
関
ス
ル
協
議
会
開
催　

午
后
四
時
解
散

四
月
二
十
五
日

一
、
安
部
助
役
、
吉
武
区
長
占
部
嘱
託
来
社
斎
田
地
鎮
祭
ノ
件
打
合
セ

一
、
悠
紀
田
奉
耕
者
神
籤
ニ
ヨ
リ
左
ノ
通
リ
定
ム

　
　
　

青
年
団
七
名　
　
　
　
　
　
　
　

処
女
会
八
名

　
　
　

多
礼　
　

早
川
覚　
　

24
才　
　
　

早
川
キ
ワ
ノ

　
　
　

田
島　
　

吉
武
昌
夫　

22
才　
　
　

池
浦
サ
ツ
キ

　
　
　

仝　
　
　

力
丸
義
夫　

25
才　
　
　

吉
武
ト
キ

　
　
　

仝　
　
　

吉
武　

清　

22
才　
　
　

嶺　

サ
カ
エ

　
　
　

深
田　
　

福
崎
三
郎　

25
才　
　
　

中
野
フ
ジ

　
　
　

牟
田
尻　

鎌
田　

保　

25
才　
　
　

鎌
田
ア
サ
ノ

　
　
　

吉
田　
　

中
村　

正　

17
才　
　
　

岩
佐
ヒ
ト
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
田
シ
ズ
ノ

　
　
　
　
　
　

計
〔
空
欄
〕　
　
　
　
　
　

計
〔
空
欄
〕

〔
中
略
〕

一
、
斎
田
標
木
左
〔
写
真
２
〕
ノ
通
リ
認
ム
（
主
基
田
モ
仝
ジ
）

四
月
二
十
六
日

一
、
花
田
主
典
宗
像
主
典
悠
紀
田
祓
式
諸
準
備
〔
ノ
ヵ
〕
タ
メ
出
向　

一
、
入
江
祢
宜
仝
上
ノ
件
ニ
付
東
郷
町
出
張

一
、
幡
掛
宮
司 

入
江
祢
宜 

宗
像 

花
田
主
典 

越
智
社
掌 

伊
藤
宮
地
雇 

斎
田

　
　

祭
修
礼
ヲ
ナ
ス

四
月
二
十
七
日

一
、
午
前
九
時
津
屋
崎
町
大
神
惣
右
エ
門
氏
ヨ
リ
斎
田
用
犂
弐
挺
ノ
奉
納
ノ
為

（
21
）
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職
工
四
人
白
丁
ヲ
着
ケ
主
人
外
二
名
連
レ
ニ
テ
参
拝
。
入
江
祢
宜
奉
納
式

　
　

挙
行
ス

一
、
午
前
十
一
時
ヨ
リ
田
島
村
悠
紀
斎
田
ノ
祓
式
地
鎮
祭
鋤
入
祭
執
行
ノ
為
深

　
　

田
守
次
郎
氏
宅
ニ
出
張

　
　
　

祭
員　

幡
掛
宮
司
、
入
江
祢
宜
、
花
田
主
典
、
宗
像
主
典
、
越
智
社
掌
、

　
　
　

中
村
石
門
社
掌
、
伊
藤
宮
地
嶽
神
社
雇　

以
上
七
名

　
　
　

式
次
第

一
、
定
刻
参
列
員
着
席

次　

斎
主
以
下
祭
員
着
席

次　

太
田
主
着
席

次　

祓
主
祓
詞
ヲ
奏
ス

次　

大
麻
行
事
、
切
麻
行
事

次　

降
神
行
事

次　

禊
祓
行
事

次　

祝
詞
奏
上

次　

地
鎮
神
事

次　

鍬
入
神
事

次　

斎
主
玉
串
奉
奠
拝
礼
祭
員
祭マ

マ員
列
拝

次　

斎
田
委
員
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
大
森
村
長
）

次　

太
田
主
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
深
田
守
次
郎
）

次　

県
農
務
課
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

県
社
寺
課
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
山
川
課
長
ヨ
リ
祝
電
受
付
）

次　

斎
田
委
員
総
代
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
花
田
郡
農
会
副
会
長
）

次　

主
基
田
太
田
主
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
伊
藤
惣
太
郎
）

次　

斎
田
技
術
部
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
占
部
要
市
）

次　

奉
耕
者
惣
代
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
福
崎
三
郎
）

次　

警
察
署
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

郡
農
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
山
下
郡
農
会
幹
事
）

次　

町
村
長
惣
代
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
池
野
村
助
役
）

次　

学
校
長
惣
代
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
田
島
校
長
）

次　

青
年
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
力
丸
義
夫
）

次　

処
女
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼
（
学
校
女
教
員
）

次　

参
列
員
一
同
敬
礼

次　

昇
神
行
事

次　

一
同
退
下　
　
　
　

以
上

〔
中
略
〕

　
　

斎
場
（
宗
像
郡
田
島
村
飛
松
）

写真２　辺津宮社務日誌　昭和３年４月25日
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〔
写
真
３
の
図
あ
り
〕

午
后
一
時
半
ニ
直
会
解
散
、
田
島
校
生
徒
一
同
モ
参
列
。
参
列
者
三
百
余
名　

前
日
ノ
雨
モ
斎
レ
テ
盛
典
ナ
リ
。

四
月
二
十
八
日

一
、
田
植
歌
ノ
件
ニ
付
区
長
他
二
人
来
社

〔
中
略
〕

一
、
緒
方
孝
太
郎
社
掌
、
主
基
斎
田
地
鎮
祭
打
合
セ
ノ
タ
メ
来
社

四
月
二
十
九
日

一
、
花
田
主
典
ハ
上
西
郷
村
主
基
斎
田
地
鎮
祭
準
備
ノ
タ
メ
午
后
出
張

四
月
三
十
日

一
、
午
前
十
一
時
ヨ
リ
上
西
郷
村
伊
藤
惣
太
郎
氏
献
納
ノ
主
基
斎
田
ノ
祓
式
地

　
　

鎮
祭
鍬
入
式
挙
行
ス
。

一
、
定
刻
参
列
員
着
席

次　

斎
主
以
下
祭
員
着
席

次　

太
田
主
着
席

次　

祓
主
祓
詞
ヲ
奏
ス

次　

大
麻
行
事　

切
麻
行
事

次　

降
神
行
事

次　

禊
祓
行
事

次　

祝
詞
奏
上

次　

地
鎮
行
事

次　

鍬
入
神
事

次　

斎
主
玉
串
奉
奠
拝
礼
祭
員
列
拝

次　

斎
田
委
員
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

太
田
主
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

県
知
事
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

県
農
務
課
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

県
社
寺
課
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

郡
農
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

主
基
斎
田
部
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

悠
紀
斎
田
部
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

斎
田
技
術
部
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

悠
紀
斎
田
太
田
主
玉
串
奉
奠
拝
礼

写真３　辺津宮社務日誌　昭和３年４月27日
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次　

奉
耕
者
惣
代
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

警
察
署
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

町
村
長
総
代
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

学
校
長
惣
代
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

村
名
誉
職
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

在
郷
軍
人
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

青
年
団
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

処
女
会
長
玉
串
奉
奠
拝
礼

次　

参
列
員
一
同
敬
礼

次　

昇
神
行
事

次　

一
同
退
下

午
后
二
時
終
了　

直
会
後
直
チ
ニ
田
島
村
ニ
帰
村

宮
内
省
雅
楽
部
楽
長
安
倍
季
功
氏
楽
師
多
忠
朝
、
多
忠
行
ノ
三
氏
来
社
、
正
式

参
拝
ノ
後
社
務
所
ニ
テ
田
島
村
ノ
民
謡
田
植
歌
ヲ
聴
取
シ
後
幡
掛
宮
司
入
江
祢

宜
案
内
ニ
テ
宮
地
嶽
神
社
ニ
参
拝
セ
ラ
ル
。

註（
１
）
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
編
、
宗
像
市
、
二
〇
二
三
年
。

（
２
）
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
（
編
・
発
行
）
『
宗
像
神
社
史 

 

上
巻
』
一
九
六
一

　

 

年
、
同
『
宗
像
神
社
史　

下
巻
』
一
九
六
六
年
、
同
『
宗
像
神
社
史　

附
巻
』

　

 

一
九
七
一
年
、
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
（
編
・
発
行
）『
宗
像
大
社
昭
和
造
営

　

 

誌
』
一
九
七
六
年
。

（
３
）
中
島
三
千
男
『
天
皇
の
代
替
り
と
国
民
』
青
木
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
高
木

　

 

博
志
「
大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀
の
歴
史
的
変
遷
」（
同
『
近
代
天
皇
制
の
文
化

   

史
的
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（
４
）
櫟
本
憲
昌
「
御
挨
拶
に
代
へ
て
」『
神
光
』
第
一
号
、
一
九
三
三
年
一
月
、
一

 
 
 

五
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
（
以
下
同
様
）
。

（
５
）
こ
の
参
宮
団
に
つ
い
て
は
新
聞
で
も
経
過
が
報
じ
ら
れ
た
（
「
宗
像
参
宮
団

 
 
 

出
発
」『
福
岡
日
日
新
聞
』
昭
和
三
年
三
月
二
十
八
日
付
）
。

（
６
）
以
下
、
昭
和
大
礼
関
連
の
経
過
に
つ
い
て
と
く
に
こ
と
わ
り
が
な
い
記
述
は

 
 
 

福
岡
県
（
編
・
発
行
）
『
昭
和
主
基
斎
田
記
録
』（
一
九
三
一
年
）
に
も
と
づ
く
。

（
７
）
『
日
誌
』
昭
和
二
年
五
月
二
十
五
日
条
、
同
八
月
七
日
条
。
齋
藤
知
事
は
前

 
 
 

述
の
東
京
出
張
か
ら
帰
着
し
て
十
日
後
に
「
斎
田
御
勅
定
ニ
付
奉
告
並
ニ
大
任

 
 
 

奉
仕
祈
願
ノ
タ
メ
」
宗
像
神
社
（
辺
津
宮
）
に
参
拝
し
て
い
る
（
『
日
誌
』
昭

 
 
 

和
三
年
二
月
二
十
三
日
条
）
。

（
８
）
「
宗
像
神
社
奉
告
祭
」
『
福
岡
日
日
新
聞
』
昭
和
三
年
四
月
二
十
四
日
付
。
同

 
 
 

月
二
十
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
両
斎
田
決
定
の
奉
告
祭
（
『
日
誌
』
同
日
条
参

 
 
 

照
）
の
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

（
９
）
「
御
大
典
と
宗
像
神
社
悠
紀
斎
田
」
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
玄
海
町

 
 
 

誌
』
（
玄
海
町
、
一
九
七
九
年
）
五
〇
七
頁
。
次
注
の
写
真
帖
に
も
と
づ
い
て

 
 
 

両
斎
田
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
見
出
し
は
な
ぜ
か
主
基
斎
田
が
抜
け

 
 
 

て
悠
紀
斎
田
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
）
宗
像
郡
教
育
会
（
編
・
発
行
）
『
昭
和
御
大
典
記
念　

史
蹟
名
勝
写
真
帖
』
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昭
和
三
年
（
頁
番
号
無
し
）
。
こ
の
史
料
の
存
在
は
岡
本
格
氏
（
新
修
宗
像
市
史

 
 
 

編
集
委
員
会
）
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
11
）
『
日
誌
』
大
正
四
年
五
月
二
十
～
二
十
一
日
条
欄
外
、
同
年
六
月
二
日
条
、

 
 
 

同
三
日
条
、
同
十
日
条
、
同
年
十
月
二
十
七
日
条
、
同
二
十
九
日
条
、
同
年
十

 
 
 

一
月
二
日
条
、
同
五
日
条
。

（
12
）
『
日
誌
』
昭
和
三
年
四
月
二
十
二
日
条
、
前
掲
『
昭
和
主
基
斎
田
記
録
』
三

 
 
 

十
二
頁
。
も
う
一
方
の
田
島
村
の
推
薦
候
補
地
は
大
字
田
島
の
深
田
一
夫
の
所

 
 
 

有
田
で
あ
っ
た
が
、
宗
像
主
基
斎
田
の
大
田
主
と
な
っ
た
深
田
守
次
郎
（
『
日

 
 
 

誌
』
昭
和
三
年
四
月
二
十
二
日
条
）
と
の
関
係
は
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い

　

 

な
い
。

（
13
）
調
査
項
目
は
前
掲
『
昭
和
主
基
斎
田
記
録
』
三
〇
―
三
一
頁
に
列
挙
さ
れ
て

 
 
 

い
る
。

（
14
）
昭
和
三
年
四
月
二
十
七
日
条
、
同
三
十
日
条
。

（
15
）
「
宗
社
に
詣
で
て
赤
誠
の
祈
願
」
『
福
岡
日
日
新
聞
』
昭
和
三
年
三
月
二
十
六

 
 
 

日
付
。
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

（
16
）
「
赤
誠
を
込
め
て
宗
像
神
社
へ
」
同
二
十
四
日
付
。

（
17
）
前
掲
『
昭
和
主
基
斎
田
記
録
』
九
四
八
―
九
六
二
頁
、
前
掲
『
宗
像
神
社
史

 
 
 

上
巻
』
四
九
一
頁
、
前
掲
『
宗
像
神
社
史　

下
巻
』
三
五
八
―
三
五
九
頁
、
前

 
 
 

掲
『
玄
海
町
誌
』
五
〇
五
―
五
〇
六
頁
。

（
18
）
『
造
営
誌
』
所
載
の
「
昭
和
造
営
年
表
」
に
は
、
こ
の
日
の
こ
と
に
つ
い
て

 
 
 

以
下
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
「
辺
津
宮
手
水
舎
・
回
廊
・
御
輿
庫
・
楼
門
・

 
 
 

守
札
場
・
参
籠
殿
・
神
楽
庫
・
絵
馬
堂
・
能
舞
台
の
新
築
、
外
苑
・
上
高
宮
・

 
 
 

下
高
宮
用
地
購
入
、
同
整
備
費
、
中
津
宮
本
殿
移
転
、
正
門
・
幣
殿
・
正
門
左

 
 
 

右
透
塀
・
本
殿
周
囲
透
塀
新
築
、
境
内
拡
張
、
沖
津
宮
遙
拝
所
拝
殿
・
神
饌

 
 
 

所
・
斎
館
新
築
、
沖
津
宮
本
殿
改
築
等
を
基
本
と
す
る
総
工
費
百
四
万
五
千
百

 
 
 

三
十
円
の
中
、
十
ヶ
年
計
画
に
て
郡
内
よ
り
二
十
万
円
募
集
、
残
金
八
十
万
円

 
 
 

を
国
庫
よ
り
補
助
願
い
た
い
旨
の
申
請
書
に
郡
内
町
村
長
の
決
議
文
を
付
し
、

 
 
 

内
務
大
臣
鈴
木
喜
三
郎
宛
提
出
す
（
営
繕
書
類
十
五
巻
）
」
（
『
造
営
誌
』
六
二
九

 
 
 

頁
）
。

（
19
）
『
日
誌
』
に
お
け
る
学
校
生
徒
の
清
掃
奉
仕
の
初
出
と
思
わ
れ
る
。

（
20
）
同
年
三
月
二
十
五
日
条
参
照
。

（
21
）
青
年
団
は
年
齢
の
付
記
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
処
女
会
は
そ
れ
が
無
い
。
理

 
 
 

由
は
不
明
で
あ
る
。

（
ひ
ら
や
ま
の
ぼ
る　

近
代
部
会
）


